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問　

農
業
委
員
会
事
務
局
（
内
線
2
4
8
）

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
は

毎
年
手
続
き
が
必
要
で
す

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
や
死
亡
、
遺

棄
な
ど
の
理
由
で
、
父
親
と
生
計
が
同
じ

で
な
い
母
子
世
帯
の
生
活
の
安
定
と
自
立

を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

▼
助
成
の
対
象
者

　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
っ
て
、
次
の
支

給
対
象
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を

監
護
し
て
い
る
母
、
ま
た
は
母
に
代
わ
っ

て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
す
。

　

ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
の
決
定
は
、
前

年
の
所
得
を
基
に
し
て
、
毎
年
8
月
に
見

直
さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
対
象
の
児
童

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
②
父
が
死
亡
③
父

が
重
度
の
障
が
い
④
父
の
生
死
が
不
明
⑤

父
か
ら
１
年
以
上
の
遺
棄
⑥
父
が
１
年
以

上
の
拘
禁
⑦
母
が
婚
姻
せ
ず
に
出
生

▼
手
続
き
が
必
要
で
す

　

次
の
場
合
に
は
、
手
当
を
受
け
る
資
格

が
な
く
な
り
ま
す
。
必
ず
資
格
喪
失
届
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
助
成
や
貸
付
の
資
金
で

ひ
と
り
親
家
庭
を
支
援
し
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
は
、
ひ
と
り
親

家
庭
な
ど
の
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し

て
、
健
康
の
保
持
や
経
済
的
負
担
を
軽
減

す
る
制
度
で
す
。

▼
助
成
の
対
象
と
支
給
要
件

①
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
、
ま
た
は
母

②
①
の
者
が
扶
養
す
る
18
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
3
月
31
日
ま
で
の
児
童

③
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
3
月
31
日
ま

で
の
者
で
父
母
の
い
な
い
児
童

※

父
（
母
）
は
、
児
童
の
20
歳
の
誕
生
月

ま
で
が
対
象
で
す
。
ま
た
、
児
童
は
18

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31

日
ま
で
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
助
成
額

　

自
己
負
担
額
の
3
分
の
2

※

他
市
町
村
へ
転
出
す
る
と
き
、
ひ
と
り

親
家
庭
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
住
所

や
加
入
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆

　

県
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
支
援
す
る

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
の
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
下
表
）

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ

　

上
益
城
地
域
振
興
局
福
祉
課

　

☎
2
8
2-
0
2
1
5

①
母
が
婚
姻
し
た
と
き
（
内
縁
、
同
居
を

含
む
）②
児
童
を
養
育
、監
護
し
な
く
な
っ

た
と
き
（
児
童
の
施
設
入
所
、
里
親
、
婚

姻
を
含
む
）③
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、

恩
給
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き
④
児
童
が
父
と
生
計
を

同
じ
く
し
た
と
き　

な
ど

問　

福
祉
課
児
童
福
祉
係
（
内
線
1
5
0
）

　

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
老
後
生
活

の
安
定
を
図
る
た
め
の
社
会
保
障
で
あ
る

と
共
に
、
農
業
の
担
い
手
を
支
援
す
る
年

金
制
度
で
す
。
国
民
年
金
に
農
業
者
年
金

を
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
で
、
老
後
へ
の
安
心

を
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

▼
対
象
者

①
農
業
者
の
方
な
ら
広
く
加
入
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、
年

間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
60
歳
未

満
の
人
は
だ
れ
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

②
農
地
を
持
っ
て
い
な
い
農
業
者
や
配
偶

者
、
後
継
者
の
家
族
従
事
者
も
加
入
で

き
ま
す
。

農
業
者
年
金
は
メ
リ
ッ
ト
満
載

▼
保
険
料
額
を
自
由
に
設
定

　

自
分
で
保
険
料
を
決
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
月
額
2
万
円
〜
6
万
7
千
円
の
間
。

千
円
単
位
で
自
由
に
選
択
）。
農
業
の
経

営
状
況
や
老
後
の
設
計
に
応
じ
て
、
い
つ

で
も
見
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
保
証
付
き

　

年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま
す
。
仮
に
、

加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
前
に
亡
く
な
っ

た
場
合
で
も
、
80
歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る

は
ず
で
あ
っ
た
農
業
者
老
齢
年
金
が
死
亡

一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

こ
の
ほ
か
、
税
の
優
遇
措
置
や
農
業
担

い
手
へ
の
政
策
支
援
も
あ
り
ま
す
。

福祉福 祉

申
請
や
相
談
は
お
早
め
に

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
税
の
申
告
を
す

る
際
に
、
納
め
た
全
額
が
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
保
険

料
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
際
に
、

保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
を
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
方
に
は
、「
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
」

が
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
年

末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
際
ま
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ　
「
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
月
分
以
外
の
保
険
料
を

12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
場
合
は
、

今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
か
？

Ａ　

今
年
度
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。

「
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
保
険
料
額
に
、
後
か
ら

納
付
し
た
保
険
料
額
を
合
算
し
て
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
後
か

ら
納
付
し
た
保
険
料
分
の「
領
収
証
書
」

も
必
ず
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ　

家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
も

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

Ａ　

世
帯
主
、
ま
た
は
配
偶
者
と
し
て
、

家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
は
、
納
付
し
た
方
が
そ
の
保

険
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

農業農 業

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
は

税
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を

老
後
へ
の
安
心
積
み
立
て

そ
れ
が
農
業
者
年
金
で
す

問　

町
民
保
険
課
町
民
案
内
係
（
内
線
1
1
6
）

年金年 金

児童扶養手当現況届を未提出の方は至急ご連絡ください。
また、昨年は手当が受給できなかった方でも今年は手当
が受給できる場合がありますのでご相談ください。

※このほかにも、資金（住宅、転宅、結婚、医療介護など）の貸付があります。

平成21年11月平成21年１月１日～ 9月30日
までに納付された方

※証明書を紛失された場合には再発行ができます。

▼問い合わせ（控除証明書専用ダイヤル）
　☎0570-070-117（IP電話03-6700-1130）

平成22年2月平成21年10月1日～ 12月13日
までに納付された方

納付した期間 証明書の送付時期

※保険料を月額２万円、65歳までの付利利率を3.0％、
　65歳以降の予定利率を1.75％で試算しています。

手当の一部（月額）

41,720円

3人目から児童1人増えるごとに
3,000円加算

46,720円

・母子家庭の母
・寡婦

失業期間中の生活の安定と再就職
の促進を図るための資金

【生計中心者】  103,000円（月）
【生計中心外】    69,000円（月）

【技能習得資金】   65,000円（月）
【運転免許取得】  460,000円

39,500円  ～  590,000円
※小学校、中学校、高校、修業施設、大学、短大に
応じた貸付の範囲です。
30,000円  ～  96,000円
※高校、専修学校、大学、短大、専門学校に応じた
貸付の範囲です。

就学、修業するために必要な被服
などの購入に必要な資金

高校、大学、専門（専修）学校への就
学資金（授業料、書籍代、交通費など）

児童（子）が事業や就職に必要な知
識と技能を習得するための資金

・母子家庭の母が
　扶養する児童

・父母のいない児童

・寡婦が扶養する子

手当（月額）

１人

２人

生　　活

就学支度

修　　学

修　　業

３人
以上

児童数

資金の種類 貸付の対象 資金の内容 貸付限度額

所得に応じて
41,710円～ 9,850円

児童1人の手当に
5,000円加算

加入年齢 納付期間 試算額（年額）

20歳

30歳

40歳

50歳

40年

30年

20年

10年

男性／ 113万円

男性／  71万円

男性／  40万円

男性／  17万円

女性／ 98万円

女性／ 62万円

女性／ 35万円

女性／ 15万円


